
グループ型家庭的保育事業のご案内 

認可保育所で入所待ちをしている低年齢児の受け入れを進めるため，下記の要領で芦屋市グループ型

家庭的保育事業を実施します。

Ⅰ 利用できる方 

１ 対  象 次のすべてに該当する児童 

① 市内に居住していること 

② 平成２３年４月２日～平成２５年４月１日生まれ 

③ 認可保育所（公立・私立）で入所待ちであること 

２ 定  員 １５人

Ⅱ 運営法人 

１ 名  称 株式会社 ポピンズ 

２ 所 在 地 芦屋市船戸町３番２３号芦屋三祐ビル５Ｆ 

ＴＥＬ：０７９７－３２－２１００

Ⅲ 実施場所 

芦屋市楠町 8番１６号ハイネス山下１Ｆ（右図のとおり）

Ⅳ 費  用 

 １ 保育料 裏面参照

 ２ 給食費 給食は行いません。お弁当を持参してください。

Ⅴ 実施期間・保育時間 

１ 実施期間 平成２６年１月７日（火）～平成２８年３月３１日（木） 

２ 入 所 日 毎月１日（但し，平成２６年１月のみ７日） 

３ 保育時間 

開所時間（月曜日～金曜日及び土曜日の７：３０～１８：００）内において保育に欠ける時間 

を保育時間とします。保育時間については面接時に決定します。 

Ⅵ 利用方法 

１ 芦屋市保育課の窓口で申し込みをしてください。

【提出書類】

①  利用申込書

②  家庭状況報告書

上記の提出書類は窓口で記入していただきますので，印鑑をお持ちください。

２ 受付は前月の１０日（土・日・祝日の場合は前日）までです。（１月入所は１２月１０日まで）

３ 保育を必要とする程度の高い児童からご連絡します。利用可能になれば，毎月中旬ごろ電話でお

知らせします。面接日や提出書類等は直接事業者にお問い合わせください。

４ 正式な決定は面接後「利用決定通知書」でお知らせします。

                ＜お問い合わせ先＞   

芦屋市こども・健康部 保育課 

〒659-8501 芦屋市精道町７－６
ＴＥＬ：３８－２１２８

グループ型家庭的保育事業の利用は通常保育の入所

待ちであることが条件になります。平成２６年４月

通常保育の申し込みは平成２５年１２月２０日（金）

までです。忘れずにお済ませください。



◎ グループ型家庭的保育事業保育料  

各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分 保育料（月額） 

Ａ 

生活保護法（昭和２２年法律第１４４号）による被保護世帯（単給世帯含

む）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）による支援給付受給世帯 

０円

Ｂ Ａ階層及びＤ階層を除き前年度分の市民税非課税世帯 ３，０００円

Ｃ Ａ階層及びＤ階層を除き前年度分の市民税課税世帯 ６，０００円

Ｄ１ Ａ階層を除き前年

分の所得税課税世

帯であってその所

得税の額の区分が

次の区分に該当す

る世帯 

１５，０００円未満の世帯 １０，０００円

Ｄ２ １５，０００円以上４０，０００円未満 １７，０００円

Ｄ３ ４０，０００円以上６３，０００円未満 ２４，０００円

Ｄ４ ６３，０００円以上１０３，０００円未満 ３０，０００円

Ｄ５ １０３，０００円以上２４１，０００円未満 ３８，０００円

Ｄ６ ２４１，０００円以上４１３，０００円未満 ４２，０００円

Ｄ７ ４１３，０００円以上７３４，０００円未満 ４９，０００円

Ｄ８ ７３４，０００円以上 ６２，０００円

備考 

１ 児童の属する世帯の階層が，Ｂ階層と認定された世帯であっても，次に掲げる世帯であるときは，この表の規定にかか

わらず，当該階層の保育料は０円とする。 

(1) 母子世帯等 母子及び寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）第１７条の配偶者のない者で現に児童を扶養している

ものの世帯 

(2) 在宅障害児（者）のいる世帯 次に掲げる児（者）を有する世帯をいう。 

ア 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条の身体障害者手帳の交付を受けた者 

イ 療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６号）に定める療育手帳を受けた者 

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３４号）に定める特別児童扶養手当の支給対象児及び

国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）に定める障害基礎年金等の受給者 

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条の精神障害者保健福祉手帳の交付

を受けた者 

(3) その他の世帯 保護者の申請に基づき，生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯 

２ 同一世帯から２人以上の就学前児童が，グループ型家庭的保育施設，保育所，幼稚園，認定こども園，特別支援学校幼

稚部，情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援（以下「保育施設等」という。）

を利用している場合の保育料は，グループ型家庭的保育施設に入所している児童が当該世帯の保育施設等を利用している

児童の２人目である場合にあっては別表の５０パーセントの額とし，３人目以降である場合にあっては別表に定める額に

かかわらず保育料を徴収しないものとする。 

３ この表のＤ階層における「所得税の額」とは，所得税法（昭和４０年法律第３３号），租税特別措置法（昭和３２年法

律第２６号）及び災害被害者に対する租税の減免，徴収猶予等に関する法律（昭和２２年法律第２２６号）の規定によっ

て計算された所得税の額をいう。ただし，所得税額を計算する場合には，所得税法等の一部を改正する法律（平成２２年

法律第６号）による改正前の所得税法第２条第１項第３４号の２及び第８４条第１項の規定を適用し，次に掲げる規定は

適用しないものとする。 

(1) 所得税法第７８条第１項（同条第２項第１号，第２号（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３１４条の７第１項

第２号に規定する寄附金に限る。）及び第３号（地方税法第３１４条の７第１項第２号に規定する寄附金に限る。）に規

定する寄附金に限る。），第９２条第１項並びに第９５条第１項，第２項及び第３項 

(2) 租税特別措置法第４１条第１項，第２項及び第３項，第４１条の２，第４１条の３の２第１項，第２項，第４項及び第

５項，第４１条の１９の２第１項，第４１条の１９の３第１項及び第２項，第４１条の１９の４第１項及び第２項並びに

第４１条の１９の５第１項 

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律（平成１０年法律第２３号）附則第１２条 


